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令和6年度介護報酬改定の主な事項について

2

～社会保障審議会介護給付費分科会（第239回）資料より抜粋～



第9期介護保険事業計画内の介護報酬改定等
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１．介護報酬改定について
①介護職員の処遇改善分+0.98%
②介護職員以外の処遇改善を実現できる水準+0.61%
併せた+1.59%

処遇改善分が令和6年6月施行となることから
介護給付費へ +1.54%を反映する旨で決定

２．第1号被保険者介護保険料について
①今後の介護給付費の増加を見据えた、所得再配分の強化（標準段階を9段階から13段階へ）
②低所得者の保険料上昇の抑制（低所得者の標準乗率及び最終乗率の引下げ）
 ※調整交付金の見直し、公費負担軽減割合の見直し（国内各地域の所得格差の調整と社会保障費への充当）

標準段階 1段階 2段階 3段階 4段階 5段階 6段階 7段階 8段階 9段階
標準乗率 0.5 0.75 0.75 0.9 1 1.2 1.3 1.5 1.7

公費負担割合 0.2 0.25 0.05 － － － － － －
最終乗率 0.3 0.5 0.7 0.9 1 1.2 1.3 1.5 1.7

基準所得金額
非課税
80万以下

非課税
120万以下

非課税
120万超

世帯課税
80万以下

世帯課税
80万超

世帯課税
120万未満

合計所得
210万未満

合計所得
320万未満

合計所得
320万以上

標準段階 1段階 2段階 3段階 4段階 5段階 6段階 7段階 8段階 9段階 10段階 11段階 12段階 13段階
標準乗率 0.455 0.685 0.69 0.9 1 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4

公費負担割合 0.17 0.2 0.005 － － － － － － － － － －
最終乗率 0.285 0.485 0.685 0.9 1 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4

基準所得金額
非課税
80万以下

非課税
120万以下

非課税
120万超

世帯課税
80万以下

世帯課税
80万超

世帯課税
120万未満

合計所得
210万未満

合計所得
320万未満

合計所得
420万未満

合計所得
520万未満

合計所得
620万未満

合計所得
720万未満

合計所得
720万以上

第
8
期

第
９
期

※標準乗率、最終乗率及び段階別所得金額は各市町に裁量権あり（介護保険法第38条・第39条）



第9期廿日市市介護保険料の見直し（案）
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本市基準 第1号被保険者数
(人)

年額(円） R５見込

第1段階 非課税・80万以下 0.30 19,794 4,131 

第2段階 非課税・80～120万 0.42 27,711 3,361 

第3段階 非課税・120万超 0.70 46,186 3,267 

第4段階 世帯課税・80万以下 0.90 59,382 3,151 

第5段階 世帯課税・80万超 1.00 65,980 5,645 

第6段階 世帯課税・125万未満 1.20 79,176 6,237 

第7段階 合計所得125～200万未満 1.30 85,774 4,919 

第8段階 合計所得200～300万未満 1.50 98,970 2,787 

第9段階 合計所得300～400万未満 1.65 108,867 1,108 

第10段階 合計所得400～600万未満 1.75 115,465 804 

第11段階 合計所得600～800万未満 1.85 122,063 273 

第12段階 合計所得800万以上 2.00 131,960 490 

36,173 

現状（第8期）

廿日市市（第8期）
基準所得金額(円)

基準額に
対する割合 年額(円） 月額(円）

第1段階 非課税・80万以下 0.285※
(0.455） 18,804 1,567 4,191 

第2段階 非課税・80～120万 0.42※
(0.62) 27,711 2,309 3,419 

第3段階 非課税・120万超 0.685※
(0.69） 45,196 3,766 3,308 

第4段階 世帯課税・80万以下 0.90 59,382 4,949 3,198 

第5段階 世帯課税・80万超 1.00 65,980 5,498 5,735 

第6段階 世帯課税・125万未満 1.20 79,176 6,598 6,322 

第7段階 合計所得125～200万未満 1.30 85,774 7,148 4,999 

第8段階 合計所得200～300万未満 1.50 98,970 8,248 2,831 

第9段階 合計所得300～400万未満 1.65 108,867 9,072 1,140 

第10段階 合計所得400～600万未満 1.75 115,465 9,622 809 

第11段階 合計所得600～800万未満 1.85 122,063 10,172 294 

第12段階 合計所得800万以上 2.00 131,960 10,997 147 

第13段階 合計所得1,000万以上 2.20 145,156 12,096 368 

※　低所得者保険料軽減後の割合

第９期廿日市市介護保険所得段階区分と割合（案）
本市基準廿日市市（第9期）

基準所得金額(円)
基準額に

対する割合
令和6年度
対象者数

非
課
税
世
帯

本
人
非
課
税

世
帯
課
税

本
人
課
税

低所得者への保険料軽減分は第8期同様補助金で賄われる
（国：2分の１、県・市：4分の１）



廿日市市の介護給付費等の推計
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１．保険料額の指標

第9期 令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度 令和32年度

保険料基準額（月額） 5,498 6,631 7,675 7,963 8,214 8,680 

714 487 0 0 0 0 

1 ,200,000,000 223,000,000 0 0 0 0 

977,000,000 223,000,000 0 0 0 0 

保険料基準額の伸び率（％） （対８期保険料） -0.0% 20.6% 39.6% 44.8% 49.4% 57.9%

２．保険料収納必要額関係

合計 令和6年度 令和7年度 令和8年度

標準給付費見込額（A） 31,600,838,775 10,241,948,195 10,518,049,740 10,840,840,840 

30,184,143,000 9 ,779,880,000 10,045,911,000 10,358,352,000 

629,130,069 204,795,747 209,826,420 214,507,902 

674,196,979 220,266,693 224,517,782 229,412,504 

84,759,851 27,682,547 28,256,896 28,820,408 

28,608,876 9 ,323,208 9 ,537,642 9 ,748,026 

地域支援事業費（B) 2,548,252,000 797,255,000 869,296,000 881,701,000 

1 ,392,370,000 451,961,000 464,002,000 476,407,000 

886,014,000 255,338,000 315,338,000 315,338,000 

269,868,000 89,956,000 89,956,000 89,956,000 

7 ,854,290,878 2 ,539,016,735 2 ,619,089,520 2 ,696,184,623 

905,745,000 284,458,000 297,614,000 323,673,000 

2 .66% 2.71% 2.86%

100,000,000 

99.10%

準備基金取崩額の影響額

準備基金の残高（前年度末の見込額）

準備基金取崩額

第9期

総給付費（財政影響額調整後）

特定入所者介護サービス費等給付額（財政影響額調整後）

高額介護サービス費等給付額（財政影響額調整後）

高額医療合算介護サービス費等給付額

算定対象審査支払手数料

介護予防・日常生活支援総合事業費

包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業費

包括的支援事業（社会保障充実分）

第1号被保険者負担分相当額（D）

調整交付金見込額（I）

調整交付金見込交付割合（H）

保険者機能強化推進交付金等の交付見込額

予定保険料収納率



第8期までの介護保険料の推移
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